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（就任あいさつを⾏う徳住新会⻑） 

        事務局次⻑ 梅田和尊（東京） 
                 ⾦⼦直樹 (埼玉) 

⽊下徹郎(東京) 
今泉義⻯(東京) 
岡田俊宏(東京) 
新村響⼦(東京) 
笠置裕亮(神奈川) 
竹村和也(東京) 
谷村明⼦（東京） 

    闘争本部 本部⻑ ⾼⽊太郎（埼玉） 
            次⻑  菅俊治（東京） 
  

労働法改悪の動きは今後も続きますが、皆様と
ともに、新体制一同頑張っていきたいと考えていま
す。どうぞよろしくお願い致します。 

■日本労働弁護団総会開催！ 
 １１⽉６〜７日、⽔上温泉にある旅館「松乃
井」にて、日本労働弁護団総会が開催されました。 
 1 日目は、野田進九州大学教授からの日仏の労
働時間法制の講演を⽪切りに、労働時間法制改
悪に対する運動作りに関し、大いに議論が盛り上が
りました。その後、闘争本部及び全国 8 地域から、
労働法改悪に対抗するための，ナショナルセンター
の枠組みを超えた意欲的な取り組みについて報告さ
れ、会場からの活発な議論もなされました。 
 2 日目は、若年雇⽤に関する特別報告として、ブ
ラックバイト・若者雇⽤・ワークルールに関する取り組
みの報告が⾏われました。続いて、新しい労働運動
の課題に関する特別報告として、⼥性活躍推進・
労働審判支部拡大・過労死大綱・ヘイトハラスメン
ト裁判・大阪府市に関する報告が⾏われました。 
 新しい労働⽴法や労働運動の潮流が報告さ
れ、、今後の闘争本部の労働法改悪に対する取り
組みにも役⽴つ議論がなされました。 

＊総会の詳細については、労働弁護団通信や季

刊労働者の権利・次号をご覧下さい。 

■日本労働弁護団・闘争本部、新人事体
制決定！ 
 総会にて決定された日本労働弁護団及び闘争
本部の新人事体制は、以下のとおりです。 
 日本労働弁護団会⻑ 徳住堅治（東京） 
          幹事⻑ 棗一郎（東京） 
         事務局⻑ 嶋﨑量（神奈川） 
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